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発行  １８．４．１３ 
 
ＪＲ東労組  業務部 

（組合） 教育担当グループとなった場合に、技

術専任役や業務に精通している人が新しいグ

ループに配置されるべきである。技術継承をす

る上で、知識・技能を兼ね備えている人たちか

ら受けなければならない。 

（会社） 技術専任役の希望・適性・知識を面談

で色んな意見が出るので、現場長が自分の業

務をしっかりやるために配置することなので、現

場による。 

・保線以外も含めて新入社員を集団で教育して、各職場で各々の技術を学ぶのは変わらない。 

・専門技術ということだが現場に施設があるので、向き合うことが大事である。向き合うことで、実場

面で技術を学びながら体感していただく。 

（組合） 新しいエルダー制度も活用するべきで

ある。エルダーに期待するところは多い。 

（会社） 経験を積んだエルダーの方なので、技

術を引き続き活かしていただきたいという期待

を持っている。 
（組合） 安全担当や教育担当は現役にすべき

である。エルダーは補佐でつけるべきだ。 
（会社） 支社によって様々なので、現場長の裁

量で社員を見て配置していく。 

（組合） 技術継承の場面では、物の使い方な

どはマニュアルで出来る。技能伝承は、現場の

中で生きている物、環境で判断できる能力を考

えている。 

（会社） 技能は、判断力である。業務の中で同

じような事象に対しても、置かれている事象や

結果として出す中で答えは１つではない。現場

の技術的判断である。 

（組合） 各支社にいけば、さらに具体的な内容

が出てくる。そこの具体論に関しては、職場で

活かせるようにしていただきたい。スピード感

を合わせていくのは、異存はない。環境整

備、データ改善など会社もしっかり対応してい

ただきたい。 

（会社） この間、相互で向き合っていただいて

議論を深めた。我々も真摯な対応をしてきた。

実際は現場・支社で動く。そこの中で成熟して

現場が動く。しっかり本社としては対応してい

きたい。必要なデータなどについては、しっか

り開示していきたい。 


